
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる複数の無線通信方式を切り替えて無線通信を行う移動機において、
　各無線通信方式が適用される領域のデータを格納する格納手段と、
　前記移動機の移動状態を推定する推定手段と、
　前記格納手段に格納されている前記領域のデータと、前記推定手段により推定された前
記移動状態とに基づいて、前記移動機が使用していない無線通信方式が適用される領域へ
の移行の有無を判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記移動機が移行すると判定された場合に、前記無線通信方式への
切替えタイミングを算出する算出手段と、
　前記算出手段により算出された切替えタイミングにて、前記無線通信方式用のパスを確
立する処理を開始する確立手段と、
　前記移動機が使用している無線通信方式を、前記確立手段によりパスが確立された無線
通信方式へ切り替える切替手段と、
　

を備えることを特徴とする移動機。
【請求項２】
　各無線通信方式を使用した場合の電波強度を測定する測定手段と、
　当該電波強度の測定時における前記移動機の位置を検出する検出手段と、

10

20

JP 3669979 B2 2005.7.13

外部の領域データ管理サーバから、他の移動機により生成された領域データを取得し、
前記領域のデータとして前記格納手段に格納する領域データ収集手段と



　前記測定手段により測定された前記電波強度と、前記検出手段により検出された前記位
置とに基づいて、無線通信方式の切替えに際して参照可能な領域のデータを、前記格納手
段に格納させる決定手段と、
　

を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の移動機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動機、情報通信システム、及び情報通信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、無線通信技術の発達及び移動機の高機能化に伴い、異なる複数の無線通信方式を適
宜切り替えて無線通信を行う移動機が実用化されている。この様な移動機には、各無線通
信方式を使用した場合の電波強度を常時監視し、より電波強度の強い無線通信方式を選択
的に使用することにより、効率的なデータ通信を行うものも提案されている。異なる複数
の無線通信方式としては、例えば、ＦＯＭＡ（ Freedom Of Mobile multimedia Access、
登録商標）等の第三世代携帯電話網と無線ＬＡＮ網とをそれぞれ使用する無線通信方式な
どがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来技術の様に、受信電波の強弱を唯一の基準として無線通信方式を
切り替えるタイミングを決定すると、以下に示すような問題点があった。すなわち、移動
機の移動速度によっては、データパスの確立処理が通信エリアの移行に追い付かず、切替
え処理の開始から実際に切替えが完了するまでの間に時間差（タイムラグ）が生じる。
【０００４】
このタイムラグに起因して、適切なタイミングで無線通信方式の切替えが行われない場合
がある。具体的には、無線通信方式の切替えが完了しない内に、異なる無線通信方式のエ
リアに進入して、データ通信が一定時間停止したり、高速な無線ＬＡＮを利用できるにも
拘わらず低速な移動体通信網を利用したりすることが懸念される。かかる切替えタイミン
グの遅延は、移動機の移動速度が速い場合に特に顕著である。
【０００５】
そこで、本発明の課題は、移動機が、無線通信方式を適切なタイミングで切り替えること
である。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明に係る移動機は、異なる無線通信方式を切り替えて無
線通信を行う移動機において、各無線通信方式が適用される領域のデータを格納する格納
手段と、前記移動機の移動状態を推定する推定手段と、前記格納手段に格納されている前
記領域のデータと、前記推定手段により推定された前記移動状態とに基づいて、無線通信
方式を切り替える切替手段とを備える。
【０００７】
本発明に係る情報通信方法は、移動機が、異なる無線通信方式を切り替えて無線通信を行
う情報通信方法において、前記移動機の移動状態を推定する推定ステップと、各無線通信
方式が適用される領域のデータと、前記推定ステップにて推定された前記移動状態とに基
づいて、無線通信方式を切り替える切替ステップとを含む。
【０００８】
これらの発明によれば、無線通信方式と、当該無線通信方式が適用される領域のデータと
が対応付けて格納手段に格納されている。そして、各無線通信方式が適用される領域と、
推定された移動機の移動状態とに基づいて、無線通信方式が適宜切り替えられる。すなわ
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前記決定手段により前記格納手段に格納された前記領域のデータを外部の領域データ管
理サーバへ送信する領域データ送信手段と



ち、異なる無線通信方式が適用される各領域と移動機の現在位置との地理的関係を考慮し
て、無線通信方式を切り替えるタイミングが決定される。これにより、移動機が移動先の
領域に到達する前に、無線通信方式の切替えに必要な処理時間を充分に確保することがで
きる。その結果、移動機は、無線通信方式の切替えを適切なタイミングで行うことが可能
となる。これらの発明は、切替えタイミングの遅延の大きいことが想定される、移動機の
移動速度が速い場合に特に効果的である。
【０００９】
本発明に係る移動機において好ましくは、前記異なる無線通信方式は、移動体通信網を使
用する無線通信方式と、無線ＬＡＮを使用する無線通信方式とを含む。
本発明に係る情報通信方法において好ましくは、前記異なる無線通信方式は、移動体通信
網を使用する無線通信方式と、無線ＬＡＮを使用する無線通信方式とを含む。
【００１０】
基地局を経由する移動体通信は、一般的に、無線ＬＡＮと比較して低速である反面、移動
機が利用可能な地理的範囲は広い。これに対して、無線ＬＡＮは、移動体通信と比較して
、現在移動機が利用可能な地理的範囲が狭い反面、高速通信が可能である。これらの発明
によれば、例えば、無線ＬＡＮを使用しても安定した通信が可能な領域では、移動機は、
より高速な無線ＬＡＮを使用し、それ以外の領域では、利用可能範囲の広い移動体通信網
を使用するといった選択が可能である。また、移動機が存在する位置に応じて、移動体通
信と無線ＬＡＮとが適切なタイミングで切り替えられるので、各方式の長所を活かした無
線通信が可能となる。
【００１１】
本発明に係る移動機において、より好ましくは、各無線通信方式を使用した場合の電波強
度を測定する測定手段と、前記移動機の位置を検出する検出手段と、前記測定手段により
測定された前記電波強度と、前記検出手段により検出された前記位置とに基づいて、前記
移動機に適用される無線通信方式を決定する決定手段とを更に備える。
【００１２】
本発明に係る情報通信方法において、より好ましくは、各無線通信方式を使用した場合の
電波強度を測定する測定ステップと、前記移動機の位置を検出する検出ステップと、前記
測定ステップにて測定された前記電波強度と、前記検出ステップにて検出された前記位置
とに基づいて、前記移動機に適用される無線通信方式を決定する決定ステップとを更に含
む。
【００１３】
これらの発明によれば、まず、各無線通信方式を使用した場合の電波強度が測定され、続
いて移動機の位置が検出される。そして、測定された電波強度と、検出された前記位置と
に基づいて、移動機に適用される無線通信方式が決定される。測定された電波強度が大き
い程、移動機にとって安定した通信が可能な無線通信方式であることが推定される。した
がって、移動機の存在する位置と、その位置における各無線通信方式の電波強度とを参照
することにより、各無線通信方式を適用することが好ましい領域を明確にすることができ
る。また、当該領域と、適用される無線通信方式とを対応付けて格納手段に格納すること
により、当該移動機に適した領域データを参照することが可能となる。
【００１４】
本発明に係る移動機は、前記無線通信方式が適用される領域のデータを外部端末から受信
する受信手段を更に備える構成としてもよい。
本発明に係る情報通信方法は、前記無線通信方式が適用される領域のデータを外部端末か
ら受信する受信ステップを更に含むものとしてもよい。
更に、上述した移動機と、前記外部端末とを備える情報通信システムを構築してもよい。
【００１５】
これらの発明によれば、無線通信方式が適用される領域のデータが外部端末から受信され
る。移動機は、この領域のデータを参照して、無線通信方式を切り替えるタイミングを決
定する。このため、移動機は、無線通信方式を切り替える際に参照される領域データを自
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ら生成する必要がない。したがって、移動機の処理負荷が軽減される。また、必要に応じ
て随時、上記領域データを外部端末から取得するものとすれば、移動機のデータ記憶領域
を節約できる。更に、他の移動機から収集された多数のデータを使用するので、より精度
の高いエリアマップを生成することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
まず、本発明の一実施形態としての情報通信システムの構成について説明する。図１は、
本実施の形態における通信方式切替システム１の全体構成を示す図である。図１に示す様
に、通信方式切替システム１は、移動機１０（移動機に対応）とマップ管理サーバ２０（
外部端末に対応）とを備えて構成される。
【００１７】
移動機１０は、基地局又はアクセスポイント、及び通信網Ｎを経由して、マップ管理サー
バ２０との間で、双方向に各種データの送受信が可能となっている。基地局ＡはＦＯＭＡ
用の基地局であり、アクセスポイントＢは無線ＬＡＮ（ Local Area Network）用のアクセ
スポイントである。移動機１０は、ＦＯＭＡ及び無線ＬＡＮの何れの無線通信方式にも対
応したデュアルネットワーク端末であり、後述の通信部を使用して、基地局Ａ及びアクセ
スポイントＢとの間で無線通信が可能である。
【００１８】
移動機１０は、機能的には、ＦＯＭＡ電波測定部１１（測定手段に対応）、無線ＬＡＮ電
波測定部１２（測定手段に対応）、エリア判定部１３、位置検出部１４（検出手段に対応
）、エリアマップ生成部１５（決定手段に対応）、移動状態推定部１６（推定手段に対応
）、無線通信方式切替部１７（切替手段に対応）、ＦＯＭＡ通信部１８、無線ＬＡＮ通信
部１９、エリアマップ格納部１１０（格納手段に対応）と、を備えて構成される。
【００１９】
ここで、エリアマップ格納部１１０は、ＥＥＰＲＯＭ（ Electrically Erasable and Prog
rammable Read Only Memory）等の内蔵メモリに対応する。その他の構成要素であるＦＯ
ＭＡ電波測定部１１と、無線ＬＡＮ電波測定部１２と、エリア判定部１３と、位置検出部
１４と、エリアマップ生成部１５と、移動状態推定部１６と、無線通信方式切替部１７と
、ＦＯＭＡ通信部１８と、無線ＬＡＮ通信部１９とは、上記内蔵メモリに格納されたソフ
トウェアがＣＰＵ（ Central Processing Unit）によって実行されることにより実現する
。
【００２０】
以下、移動機１０の各構成要素について詳細に説明する。
ＦＯＭＡ電波測定部１１は、ＦＯＭＡ用の基地局Ａから受信される電波の強度を常時測定
し、測定結果をエリア判定部１３に出力する。
無線ＬＡＮ電波測定部１２は、無線ＬＡＮ用のアクセスポイントＢから受信される電波の
強度を常時測定し、測定結果をエリア判定部１３に出力する。
なお、電波強度の測定に関しては、移動機１０が自ら測定する態様に限らず、基地局又は
アクセスポイントから送信される報知情報から、電波強度を示すデータを取得するものと
してもよい。
【００２１】
エリア判定部１３は、ＦＯＭＡ電波測定部１１から入力された電波強度と、無線ＬＡＮ電
波測定部１２から入力された電波強度とを利用して、移動機１０が現時点でＦＯＭＡ、無
線ＬＡＮの何れの通信エリアに在圏するかを判定する。電波強度に基づくエリア判定は、
電波強度が大きい程、受信レベルが高く安定したデータの送受信が可能な点に鑑みて、例
えば、電波強度が相対的に大きい方の無線通信方式を在圏エリアと判定する。
【００２２】
位置検出部１４は、周知慣用の三次元測位技術であるＧＰＳ（ Global Positioning Syste
m）を利用して、移動機１０の絶対位置（緯度及び経度）を測定する。位置検出部１４は
、エリアマップ生成部１５及び移動状態推定部１６に対して、測定された緯度及び経度を
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位置情報として出力する。
【００２３】
エリアマップ生成部１５は、エリア判定部１３によるエリアの判定結果と、位置検出部１
４により取得された位置情報とを参照して、移動機１０の位置に応じた無線通信方式を決
定し、この無線通信方式が反映されたエリアマップを生成する。エリアマップとは、移動
機１０にとって好適な無線通信方式が適用される地理的領域を示すデータであり、後述の
エリアマップ取得処理によって取得される。エリアマップ生成部１５は、生成されたエリ
アマップを無線通信方式切替部１７に出力すると共に、エリアマップ格納部１１０に格納
することも可能である。
【００２４】
移動状態推定部１６は、位置検出部１４により取得された位置情報の経時的な変位から、
移動機１０の移動状態を推定する。ここで、移動状態とは、例えば、移動機１０の移動方
向、移動速度、速度変化（加速度）などである。具体的には、移動方向は、２時点におけ
る移動機１０の緯度及び経度から推定可能である。移動速度の推定は、移動機１０の緯度
及び経度の変化から移動距離を算出した後、算出結果を単位時間で除算することにより可
能である。加速度の推定は、移動速度を単位時間で除算することにより可能である。
【００２５】
無線通信方式切替部１７は、移動状態推定部１６により推定された移動機１０の移動状態
とエリアマップとに基づいて、無線通信方式を切り替えるタイミングを決定する。切替え
タイミングの決定に使用されるエリアマップは、エリアマップ生成部１５から入力された
ものであってもよいし、後述のエリアマップ格納部１１０から取得されたものであっても
よい。また、無線通信方式切替部１７は、決定されたタイミングに到達した時点で無線通
信方式の切替えを行う。
【００２６】
ＦＯＭＡ通信部１８は、無線通信方式切替部１７により無線通信方式がＦＯＭＡに切り替
えられた場合に、ＦＯＭＡ用の基地局Ａとの間で無線通信を行う。また、ＦＯＭＡ通信部
１８は、マップ管理サーバ２０から通信網Ｎ及び基地局Ａを経由して送信されたエリアマ
ップを受信し、エリアマップ格納部１１０に格納する。
【００２７】
無線ＬＡＮ通信部１９は、無線通信方式切替部１７により無線通信方式が無線ＬＡＮに切
り替えられた場合に、無線ＬＡＮ用のアクセスポイントＢとの間で無線通信を行う。また
、無線ＬＡＮ通信部１９は、マップ管理サーバ２０から通信網Ｎ及びアクセスポイントＢ
を経由して送信されたエリアマップを受信し、エリアマップ格納部１１０に格納する。
【００２８】
エリアマップ格納部１１０は、ＦＯＭＡ通信部１８により受信されたエリアマップを格納
する。エリアマップ格納部１１０は、無線ＬＡＮ通信部１９により受信されたエリアマッ
プを格納する。また、エリアマップ格納部１１０は、移動機１０が自ら生成したエリアマ
ップを格納することも勿論可能である。エリアマップ格納部１１０は、格納されたエリア
マップを無線通信方式切替部１７に提供する。
【００２９】
マップ管理サーバ２０は、移動機１０を含む複数の移動機により生成されたエリアマップ
を収集して格納（蓄積）する。また、マップ管理サーバ２０は、通信網Ｎ、及び、基地局
Ａ又はアクセスポイントＢを少なくとも経由して、蓄積されたエリアマップを移動機１０
宛に送信する。送信されたエリアマップは、移動機１０のエリアマップ格納部１１０に格
納される。
【００３０】
次に、通信方式切替システム１の動作について説明し、併せて、本発明に係る情報通信方
法について説明する。図２は、通信方式切替システム１により実行されるエリアマップ取
得処理を示すフローチャートである。
【００３１】
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まず、図２のＳ１では、ＦＯＭＡ電波測定部１１により、ＦＯＭＡの電波強度が取得され
る。Ｓ２では、無線ＬＡＮ電波測定部１２により、無線ＬＡＮの電波強度が取得される。
次いで、エリア判定部１３により、Ｓ１で取得された電波強度とＳ２で取得された電波強
度とが比較され（Ｓ３）、当該比較結果に基づいて、移動機１０が現時点で存在するエリ
アを判定する（Ｓ４）。
【００３２】
エリアの判定は、例えば以下の様に行われる。すなわち、ＦＯＭＡの電波強度が無線ＬＡ
Ｎの電波強度よりも高い場合には、移動機１０は、無線通信方式としてＦＯＭＡの使用が
適したエリアに在圏するものとみなす。一方、ＦＯＭＡの電波強度が無線ＬＡＮの電波強
度以下の場合には、移動機１０は、無線通信方式として無線ＬＡＮの使用が適したエリア
に在圏するものとみなす。なお、電波強度の比較に際して、一方の無線通信方式の電波強
度に規定値を加算する等、所定の演算を施すものとしてもよい。
【００３３】
Ｓ５では、位置検出部１４により、現時点における移動機１０の緯度及び経度が絶対的な
位置情報として取得される。そして、Ｓ６では、Ｓ４におけるエリアの判定結果とＳ５で
取得された位置情報とに基づいて、エリアマップが生成される。エリアマップの生成に関
しては、様々な手法が考えられるが、以下にその一例を説明する。
【００３４】
図３は、上述したエリアマップ取得処理を実行した結果得られたエリアマップを概念的に
示す図である。図３において、実線矢印Ｙ１及び破線矢印Ｙ２は、移動機１０が移動した
軌跡を示す。また、線上の丸印は、一定時間間隔ｔ毎の移動機１０の位置（電波強度の測
定ポイント）の経時的変化を示す。特に、白丸Ｍ１１～Ｍ１１１，Ｍ２１～Ｍ２８は、無
線通信方式がＦＯＭＡと判定された移動機１０の位置を示し、それ以外の丸印（黒丸）は
、無線通信方式が無線ＬＡＮと判定された移動機１０の位置を示す。
【００３５】
例えば、移動機１０は、無線通信方式が無線ＬＡＮと判定された位置を中心として所定の
半径（例えば５ｍ程度）の円に収まる領域を、無線ＬＡＮが適用されるエリアとみなす。
また、それ以外の領域をＦＯＭＡが適用されるエリアとみなす。図３においては、２つの
経路から生成されたエリアマップを示したが、３以上の経路を使用することによって、よ
り精度の高いエリアマップの生成が可能となる。
【００３６】
続いて、図４は、通信方式切替システム１により実行制御される通信方式切替え処理を示
すフローチャートである。まず、Ｔ１では、移動状態推定部１６により、位置検出部１４
により取得された移動機１０の位置情報から、移動機１０の移動状態を推定する。Ｔ２で
は、無線通信方式切替部１７により、Ｔ１で推定された移動状態と、取得されたエリアマ
ップとに基づいて、移動機１０が進行先においてエリアを移行するか否か（エリア移行の
有無）が判定される。
【００３７】
エリア移行の有無は、例えば以下の様に判定される。すなわち、無線通信方式切替部１７
は、エリアマップ上を移動する移動機１０の移動方向を一定時間ｔ毎に監視する。監視の
結果、異なる無線通信方式のエリアが、移動方向の延長線上かつ所定の距離範囲（例えば
１０ｍ程度）内に存在する場合には、無線通信方式切替部１７は、移動機１０が現在の無
線通信方式のエリアとは別のエリアに移行するものと判断する。
【００３８】
一方、存在しない場合には、無線通信方式切替部１７は、移動機１０が現在の無線通信方
式のエリアとは別のエリアに移行しないものと判断する。例えば、現在の無線通信方式の
エリアとは、ＦＯＭＡの無線通信方式が適用される通信エリアであり、別のエリアとは、
無線ＬＡＮの無線通信方式が適用される通信エリアである。
【００３９】
Ｔ２において、移動機１０がエリアを移行すると判定された場合には（Ｔ２；Ｙ）、無線
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通信方式切替部１７により、通信方式の切替えタイミングが決定される（Ｔ３）。Ｔ４で
は、Ｔ３にて決定されたタイミングで無線通信方式の切替えが開始される。なお、Ｔ２に
おいて、移動機１０がエリアを移行しないと判定された場合には（Ｔ２；Ｎ）、Ｔ１に戻
り、移動状態の推定処理を再び実行する。
【００４０】
以下、無線通信方式の切替えタイミングを決定するための具体的処理例について、図５を
参照して説明する。図５に示す様に、本実施の形態では、移動機１０が、破線矢印Ｙ３に
示す軌道を移動して、無線ＬＡＮが適用される領域Ｒを横断する場合を想定する。また、
時刻ｔ４から移動機１０が領域Ｒに進入するまでに移動機１０が移動する距離をＬ１とし
、時刻ｔ７から移動機１０が領域Ｒを退出するまでに移動機１０が移動する距離をＬ２と
する。
【００４１】
この場合、時刻ｔ１～ｔ７における移動機１０の移動速度をそれぞれＶ１～Ｖ７とすると
、ＦＯＭＡから無線ＬＡＮに無線通信方式を切り替えるタイミングＴ１は、領域Ｒに達す
るまでの推定所要時間Ｌ１／Ｖ４が、無線ＬＡＮ用のパスの確立に要する時間ｔｐを下回
った時点（つまりＬ１／Ｖ４＜ｔｐ）に決定される。反対に、無線ＬＡＮからＦＯＭＡに
無線通信方式を切り替えるタイミングＴ２は、領域Ｒを退くまでの推定所要時間Ｌ２／Ｖ
７が、ＦＯＭＡ用のパスの確立に要する時間ｔｒを下回った時点（つまりＬ２／Ｖ７＜ｔ
ｒ）に決定される。
【００４２】
すなわち、移動機１０は、無線ＬＡＮ用のパスを確立する処理をタイミングＴ１にて開始
し、ＦＯＭＡ用のパスを確立する処理をタイミングＴ２にて開始する。これにより、切替
え先の無線通信方式のパスを確立するために、充分かつ無駄の少ない移行処理時間が確保
される。したがって、無線通信方式の切替えが完了しない内に、移動機１０が、異なる無
線通信方式のエリアに進入することがなくなる。これにより、エリア進入から通信開始ま
での一定時間データ通信が停止したり、より高速な無線ＬＡＮを利用できるにも拘わらず
ＦＯＭＡを利用したりする懸念が解消される。つまり、移動機１０は、エリア間の移行を
スムーズに行いつつ、効率的なデータ通信を行うことが可能となる。
【００４３】
なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない
範囲において、適宜変形態様を採ることも可能である。例えば、本実施の形態では、異な
る無線通信方式として、携帯電話網と無線ＬＡＮ網とを使用する無線通信方式を例示した
。しかし、相互に異なる無線通信方式であれば、例えばＦＯＭＡとＰＤＣ（ Personal Dig
ital Cellular）などの様に、携帯電話網を使用する無線通信方式同士であってもよい。
また、無線通信方式の切替えを行う主体は、移動機に限らず、通信カードであってもよい
。
【００４４】
最後に、本発明に係る無線通信方式切替え技術を実現するためのプログラムについて説明
する。当該プログラムは、異なる無線通信方式を切り替えて無線通信を行う移動機１０に
より実行可能である。当該プログラムは、推定モジュールと、切替モジュールと、測定モ
ジュールと、検出モジュールと、決定モジュールと、受信モジュールとを含む。
【００４５】
推定モジュールは、移動機１０の移動状態を移動機１０に推定させる機能を有する。切替
モジュールは、各無線通信方式が適用される領域のデータと、推定された移動状態とに基
づいて、移動機１０に無線通信方式を切り替えさせる機能を有する。
【００４６】
測定モジュールは、各無線通信方式を使用した場合の電波強度を移動機１０に測定させる
機能を有する。検出モジュールは、移動機１０の位置を移動機１０に検出させる機能を有
する。決定モジュールは、測定された電波強度と、検出された位置とに基づいて、移動機
１０に適用される無線通信方式を移動機１０に決定させる機能を有する。
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【００４７】
受信モジュールは、マップ管理サーバ２０から送信された、無線通信方式が適用される領
域のデータを、移動機１０に受信させる機能を有する。
更に、上述した無線通信方式切替え技術を、上記プログラムが記録され移動機１０による
読み取りが可能な記録媒体として提供してもよい。
【００４８】
【発明の効果】
本発明によれば、移動機が、無線通信方式を適切なタイミングで切り替えることが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【図１】通信方式切替システムの機能的構成を示すブロック図である。
【図２】エリアマップ取得処理を説明するためのフローチャートである。
【図３】エリアマップの一例を示す図である。
【図４】通信方式切替え処理を説明するためのフローチャートである。
【図５】無線ＬＡＮが適用されるエリアと、無線通信方式の切替えを開始するタイミング
との関係を概念的に示す図である。
【符号の説明】
１…通信方式切替システム、１０…移動機、１１…ＦＯＭＡ電波測定部、１２…無線ＬＡ
Ｎ電波測定部、１３…エリア判定部、１４…位置検出部、１５…エリアマップ生成部、１
６…移動状態推定部、１７…無線通信方式切替部、１８…ＦＯＭＡ通信部、１９…無線Ｌ
ＡＮ通信部、１１０…エリアマップ格納部、２０…マップ管理サーバ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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